
  

 

令和４年１２月議会 

 

教育文化委員会資料 

（市民文化スポーツ局） 

 

 

１ 議案要旨＜一般議案＞ 

 

【議案第 135 号】 

「公有水面埋立てによる土地確認について」 

【議案第 136 号】 

「町の区域の変更について」                ・・・  ２ 

 

２ 議案要旨＜補正予算議案＞ 

 

【議案第 149 号】 

「令和４年度北九州市一般会計補正予算について」（所管分） ・・・  ４ 
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１ 議案要旨＜一般議案＞ 
 

【議案第 135 号】 

「公有水面埋立てによる土地確認について」 

＜令和４年１２月北九州市議会定例会議案：１４４～１４６ページ参照＞ 

 

【議案第 136 号】 

「町の区域の変更について」 

＜令和４年１２月北九州市議会定例会議案：１４７～１４９ページ参照＞ 

 

 

１ 議案提出理由 

  公有水面埋立工事により造成された土地が、市の区域内に新たに生じた土地

であることを確認し、併せて当該土地を隣接する町の区域に編入するもの。 
 

２ 議案内容 

若松区響町一丁目１の１２、５から９まで、１１の１、１１の２、１２の１、

１２の４、１２の５、１４、２６の１、１０５の１地先公有水面埋立地 
 ア 編入する町の区域  若松区響町一丁目 
 イ 面      積  １４６，７０５．１５㎡ 
 ウ 埋 立 地 の 用 途  工業用地 
 エ 埋 立 権 者  国（国土交通省） 

 

３ 関係法令 

  土地確認 ・・・・地方自治法第９条の５第１項 
  町区域編入・・・・地方自治法第２６０条第１項 
 

【地方自治法（抜粋）】 

第９条の５ 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当

該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なけれ

ばならない。 

第２６０条 市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の

区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若

しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の

議会の議決を経て定めなければならない。 
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２ 議案要旨＜補正予算議案＞ 

 

【議案第 149 号】 

「令和４年度北九州市一般会計補正予算（第５号）のうち所管分」（１２月補正予算） 

＜令和４年度北九州市補正予算に関する説明書１１～１４ページ参照＞ 

 

補正予算について、下記のとおり提案するもの。  
 

【補正予算】（公共施設の光熱費補正） 

 エネルギー価格の上昇等に伴う市内公共施設の光熱費の増に対応するため、  

電気・ガス等の支出に必要となる追加経費を補正するもの。 

（単位：千円） 

款項目 対象施設（対象施設数） 事業費 
補正予算 

説明書ページ 

２款２項８目 
区役所費 

区役所、出張所（１６） 136,600 １１Ｐ 

２款３項４目 
文化振興費 

北九州市芸術劇場、響ホールなどの文化施設 

（指定管理施設７） 
59,300 １２Ｐ 

長崎街道木屋瀬宿記念館 1,800 １２Ｐ 

文学館 4,100 １２Ｐ 

２款３項５目 
スポーツ振興費 

総合体育館、浅生スポーツセンターなどの 

スポーツ施設（指定管理施設８８） 
61,600 １２Ｐ 

２款３項６目 
美術館費 

美術館本館・分館、黒崎市民ギャラリー 36,700 １２Ｐ 

２款３項７目 
博物館費 

自然史・歴史博物館 35,800 
１２Ｐ 

１３Ｐ 

２款４項１目 
市民総務費 

市民センター（１３６） 147,400 １４Ｐ 

２款４項３目 
生涯学習費 

生涯学習センター（１１） 15,100 １４Ｐ 

市民文化スポーツ局 合計 498,400 － 

 

4


